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三

衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
安
倍
昭
恵
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
活
動
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

問
一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
規
定
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
在
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
（
以

下
「
安
倍
総
理
夫
人
」
と
い
う
。
）
が
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
を
補
助
す
る
こ
と
（
以
下
「
総
理
公
務
補
助
」
と
い

う
。
）
を
支
援
す
る
職
員
二
名
を
内
閣
官
房
に
置
い
て
い
る
ほ
か
、
日
常
的
に
は
各
省
庁
で
勤
務
し
て
い
る
が
、
安
倍
総
理

夫
人
の
総
理
公
務
補
助
を
必
要
に
応
じ
支
援
す
る
職
員
三
名
を
内
閣
官
房
に
併
任
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
職
員
は
そ
れ
ぞ

れ
経
済
産
業
省
（
中
央
省
庁
再
編
以
前
の
通
商
産
業
省
を
含
む
。
）
又
は
外
務
省
で
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
る
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
第
二
次
安
倍
内
閣
の
発
足
以
前
か
ら
配
置
さ
れ
て

お
り
、
同
内
閣
発
足
後
も
同
じ
職
員
が
引
き
続
き
配
置
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
五
年
一
月
に
は
当

該
職
員
の
後
任
者
等
が
任
命
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、
平
成
十
八

年
十
月
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
ま
で
及
び
平
成
二
十
年
十
月
九
日
か
ら
現
在
ま
で
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

一



あ
る
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

安
倍
総
理
夫
人
に
よ
る
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
は
、
内
閣
官
房
の
職
員
と
し
て
、
法
令
に
基
づ
き
、
適
切
に
職

務
を
遂
行
し
て
い
る
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
安
倍
総
理
夫
人
又
は
こ
れ
ま
で
の
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
に
専
用
の
公
用
車
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
か
に

つ
い
て
問
う
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
う
し
た
専
用
の
公
用
車
は
、
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
い
。

問
一
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
十
二
月
六
日
及
び
平
成
二
十
七
年
九
月
五
日
に
は
、
総
理
公
務
補
助
を
支
援
す
る
職
員
が
安
倍
総
理
夫
人

に
同
行
し
た
。
な
お
、
そ
の
際
、
公
用
車
は
使
用
し
て
い
な
い
。

問
二
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
公
的
な
存
在
」
及
び
「
公
務
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
総
理
公
務
補
助
と

し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
が
行
う
活
動
と
し
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
外
国
出
張
へ
の
同
行
や
、
我
が
国
に
来
訪
す
る
外

二



国
賓
客
の
接
遇
、
宮
中
晩
餐
会
へ
の
出
席
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
の
公
務
の
遂
行
に
関
連
す
る
国
内
外
の
会
議
等
へ
の
単

独
で
の
出
席
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
な
ど
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
が
行
う
活
動
で
あ

っ
て
総
理
公
務
補
助
以
外
の
も
の
に
係
る
内
閣
総
理
大
臣
の
夫
人
の
「
移
動
・
宿
泊
・
通
信
費
」
に
公
費
が
使
用
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。

問
二
の
�
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
、
「
総
理
夫
人
」
と
い
う
官
職
や
職
名
は
存
在
せ
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
特
段
の
定
め
は
な
い
。

問
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
特
定
の
個
人
が
行
っ
た
私
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

三


